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2024年 7月 26日 

 

各 位 

会 社 名 タ ツ タ 電 線 株 式 会 社   

代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長  森 元  昌 平 

 （コード番号：5809 東証プライム） 

問 合 せ 先 経 営 企 画 部 佐 藤  大 河 

 （電話番号：06-6721-3011） 

 

（変更）「ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の完全子会社（ＪＸ金属株式会社）による 

当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部訂正について 

 

当社が 2024 年６月 20 日付で公表いたしました「ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の完全子会社（ＪＸ金属株

式会社）による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」（2024年７月 19 日付

「「ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の完全子会社（ＪＸ金属株式会社）による 当社株式に対する公開買付けに

関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部訂正について」により訂正された事項を含みます。）について、

ＪＸ金属株式会社（以下「公開買付者」といいます。）による当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付

け」といいます。）の公開買付条件の変更に伴い、一部変更すべき事項がありましたので、下記のとおりお知らせいた

します。 

なお、下記「２．変更の内容」に記載のとおり、当社は、2024 年７月 26 日開催の取締役会において、本公開買付け

に賛同する旨の意見を維持するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を改めて推奨すること

を決議しております。 

 

１． 変更の理由 

 公開買付者は、本公開買付けを 2024 年６月 21 日より実施しておりますが、2024 年７月 26 日付で、本公開買付け

の成立の確度を高めるため、本公開買付けにおける当社株式の１株当たりの買付け等の価格を 720 円から 780 円に変

更し、また、本公開買付けにおける買付け等の期間を 2024年８月 19日まで延長し、合計 40営業日とすることを決定

したとのことです。 

 

２． 変更の内容 

 変更箇所には下線を付して表示しております。 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（１）意見の内容 

 

【変更前】 

(前略) 

その上で、当社は、本特別委員会から提出された 2022 年 12 月 20 日付答申書及び 2024 年６月 20 日付

答申書の内容を最大限に尊重しながら、本公開買付けに関する諸条件について改めて慎重に検討を行った

結果、2024 年６月 20 日においても、2022 年 12 月 21 日時点における本公開買付けに関する意見を変更す

る要因はないと判断したことから、2024 年６月 20 日開催の当社取締役会において、改めて、本公開買付け

に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議

をしております。 
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また、上記 2022 年 12月 21 日及び 2024 年６月 20日開催の各取締役会決議は、下記「（６）本公開買付

価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保

するための措置」の「⑤当社における利害関係を有しない取締役の承認」に記載の方法により決議されて

おります。 

【変更後】 

(前略) 

その上で、当社は、本特別委員会から提出された 2022 年 12 月 20 日付答申書及び 2024 年６月 20 日付

答申書の内容を最大限に尊重しながら、本公開買付けに関する諸条件について改めて慎重に検討を行った

結果、2024 年６月 20 日においても、2022 年 12 月 21 日時点における本公開買付けに関する意見を変更す

る要因はないと判断したことから、2024 年６月 20 日開催の当社取締役会において、改めて、本公開買付け

に賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議

をしております。 

また、上記 2022 年 12月 21 日及び 2024 年６月 20日開催の各取締役会決議は、下記「（６）本公開買付

価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保

するための措置」の「⑤当社における利害関係を有しない取締役の承認」に記載の方法により決議されて

おります。 

その後、当社は、公開買付者より、2024年７月 26日、本買付条件等変更（下記「（２）意見の根拠及び

理由」の「① 本公開買付けの概要」で定義します。以下同じです。）を行う旨の連絡を受けて、本買付条

件等変更に関して慎重に協議及び検討を行い、同日開催の当社取締役会において、本公開買付けに賛同す

る旨の意見を維持するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を改めて推奨するこ

とを決議いたしました。 

なお、上記 2024年７月 26日開催の取締役会決議は、下記「（６）本公開買付価格の公正性を担保するた

めの措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤当

社における利害関係を有しない取締役の承認」に記載の方法により決議されております。 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（２）意見の根拠及び理由 

① 本公開買付けの概要 

 

【変更前】 

(前略) 

なお、本公開買付けの条件（本公開買付価格（下記「②公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに

至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「（ⅰ）公開買付者が本公開買

付けの実施を決定するに至った背景及び目的」で定義します。）を含みます。）については、公開買付開始

予定プレスリリース記載のものから変更ないとのことです。 

公開買付者は、2024 年６月 21 日から本公開買付けを開始しておりますが、2024 年７月 19 日、本公開買

付けにおける買付け等の期間を 2024 年８月２日まで延長し、合計 30 営業日とすることを決定したとのこ

とです。 

(後略) 

 

 

【変更後】 

(前略) 

なお、本公開買付けの条件（本公開買付価格（下記「②公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに

至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け後の経営方針」の「（ⅰ）公開買付者が本公開買

付けの実施を決定するに至った背景及び目的」で定義します。）を含みます。）については、公開買付開始

予定プレスリリース記載のものから変更があるとのことです。 
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公開買付者は、2024 年６月 21 日から本公開買付けを開始しておりますが、2024 年７月 19 日、本公開買

付けにおける買付け等の期間を 2024 年８月２日まで延長し、合計 30 営業日とすることを決定したとのこ

とです。 

その後、公開買付者は、2024 年７月 26 日、本公開買付けの成立の確度を高めるため、当社が 2024 年７

月 26 日付で公表した「2025 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」（以下「当社第１四半期

決算短信」といいます。）の内容も考慮し、本公開買付価格を 720円から 780円に変更し、また、本公開買

付けにおける買付け等の期間を 2024年８月 19日まで延長し、合計 40 営業日とすることを決定したとのこ

とです（以下「本買付条件等変更」といいます。）。また、公開買付者は、本買付条件等変更後の本公開買付

価格を最終的なものとし、今後、本公開買付価格を一切変更しないことを決定したとのことです。 

(後略) 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（２）意見の根拠及び理由 

② 公開買付者が本公開買付けの実施を決定するに至った背景、目的及び意思決定の過程並びに本公開買付け

後の経営方針 

 

【変更前】 

(前略) 

その上で、ＥＮＥＯＳホールディングスは 2022 年 12 月 21 日開催の取締役会において、当社を公開買

付者の完全子会社とすることを目的として、本公開買付価格を 720 円とすることについて決議したとのこ

とです。その後、当社は最新で当社 2024年３月期決算短信を公表しております。上記を踏まえても、公開

買付者として、当社の企業価値に重大な影響を与える事象はないと考え、本公開買付価格を変更せず本公

開買付けを開始することとしたとのことです。 

(後略) 

 

【変更後】 

(前略) 

その上で、ＥＮＥＯＳホールディングスは 2022 年 12 月 21 日開催の取締役会において、当社を公開買

付者の完全子会社とすることを目的として、本公開買付価格を 720 円とすることについて決議したとのこ

とです。その後、当社は最新で当社 2024年３月期決算短信を公表しております。上記を踏まえても、公開

買付者として、当社の企業価値に重大な影響を与える事象はないと考え、本公開買付価格を変更せず本公

開買付けを開始することとしたとのことです。 

その後、公開買付者は、2024 年７月 26 日付で、本公開買付けの成立の確度を高めるため、当社第１四

半期決算短信の内容も考慮し、本公開買付価格を 720 円から 780 円に変更し、また、本公開買付けにおけ

る買付け等の期間を 2024年８月 19日まで延長し、合計 40営業日とすることを決定したとのことです。ま

た、公開買付者は、本買付条件等変更後の本公開買付価格を最終的なものとし、今後、本公開買付価格を一

切変更しないことを決定したとのことです。 

 

(後略) 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（２）意見の根拠及び理由 

③ 当社における意思決定に至る過程及び理由 

 

【変更前】 

(前略) 

以上より、当社は、2024 年６月 20日においても、2022 年 12月 21 日時点における本公開買付けに関する意
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見を変更する要因はないと判断したことから、当社は、2024 年６月 20 日開催の当社取締役会において、改め

て、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨

する旨の決議をしております。 

2022 年 12 月 21 日開催の取締役会及び 2024 年６月 20 日開催の取締役会における各取締役会決議の詳細は、

下記「(６）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付

けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 当社における利害関係を有しない取締役の承認」をご参照くださ

い。 

 

 

【変更後】 

(前略) 

以上より、当社は、2024 年６月 20日においても、2022 年 12月 21 日時点における本公開買付けに関する意

見を変更する要因はないと判断したことから、当社は、2024 年６月 20 日開催の当社取締役会において、改め

て、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募することを推奨

する旨の決議をしております。 

その後、2024 年７月 26 日、公開買付者が本買付条件等変更を行う方針としたことを受け、当社は、同日開

催の取締役会において、引き続き、2022 年 12 月 21 日及び 2024 年６月 20 日において既に公表している意見、

すなわち、本公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの

応募を推奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。 

 

2022年 12月 21 日開催の取締役会、2024年６月 20日開催の取締役会及び 2024年７月 26日開催の取締役会

における各取締役会決議の詳細は、下記「(６）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を

回避するための措置等、本公開買付けの公正性を担保するための措置」の「⑤ 当社における利害関係を有し

ない取締役の承認」をご参照ください。 

 

 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（６）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公

正性を担保するための措置 

① 公開買付者における独立した第三者算定機関からの株式価値算定書の取得 

 

【変更前】 

 

(前略) 

なお、本公開買付価格である１株当たり 720円は、本公開買付けの開始予定についての公表日の前営業日で

ある 2022年 12 月 20日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値 419円に対して 71.84％、2022

年 12 月 20日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値 430 円に対して 67.44％、2022 年 12月 20日までの直近３

ヶ月間の終値単純平均値 438 円に対して 64.38％、2022 年 12 月 20 日までの直近６ヶ月間の終値単純平均値

451円に対して 59.65％のプレミアムをそれぞれ加えた価格であります。また、本公開買付けの開始についての

公表日の前営業日である 2024年６月 19日の終値 794円に対して 9.32％のディスカウントを行った価格であり

ます。 

(後略) 

 

【変更後】 

 

(前略) 
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なお、本公開買付価格である１株当たり 720円は、本公開買付けの開始予定についての公表日の前営業日で

ある 2022年 12 月 20日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値 419円に対して 71.84％、2022

年 12 月 20日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値 430 円に対して 67.44％、2022 年 12月 20日までの直近３

ヶ月間の終値単純平均値 438 円に対して 64.38％、2022 年 12 月 20 日までの直近６ヶ月間の終値単純平均値

451円に対して 59.65％のプレミアムをそれぞれ加えた価格であります。また、本公開買付けの開始についての

公表日の前営業日である 2024年６月 19日の終値 794円に対して 9.32％のディスカウントを行った価格であり

ます。 

一方、本買付条件等変更後の本公開買付価格である１株当たり 780円は、本公開買付けの開始予定について

の公表日の前営業日である 2022 年 12 月 20 日の東京証券取引所プライム市場における当社株式の終値 419 円

に対して 86.16％、2022年 12 月 20日までの直近１ヶ月間の終値単純平均値 430円に対して 81.40％、2022年

12 月 20 日までの直近３ヶ月間の終値単純平均値 438 円に対して 78.08％、2022 年 12 月 20 日までの直近６ヶ

月間の終値単純平均値 451 円に対して 72.95％のプレミアムをそれぞれ加えた価格であります。また、本公開

買付けの開始についての公表日の前営業日である 2024年６月 19日の終値 794円に対して 1.76％のディスカウ

ントを行った価格であります。なお、公開買付者は、本買付条件等変更後の本公開買付価格の決定に当たって

は、2022年 12月 20日付の公開買付者算定書に加えて、改めて大和証券から算定書を取得することはしていな

いとのことです。 

(後略) 

 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（６）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公

正性を担保するための措置 

③ 当社における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 

 

【変更前】 

 

（前略） 

(ii) 2024年６月 20日付答申書の取得 

また、当社は、公開買付者より、国内外の競争法に基づく必要な手続及び対応が完了したことを受けて、

国内外の競争法に基づき必要な手続及び対応を終えることを含む本公開買付前提条件が充足されることを

前提に、本公開買付けを 2024 年６月 21 日より開始することを予定している旨の連絡を 2024 年６月 12 日

に受けました。当社は、本特別委員会に対して、2022年 12 月 20日付答申書の意見の内容に変更がないか

否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述

べるよう諮問することとしておりました。 

本特別委員会は、下記 a.に記載する検討等を重ねた結果、2024 年６月 20 日、 当社取締役会に対し、委

員全員の一致で、大要以下を内容とする 2024 年６月 20 日付答申書を提出しております。 

（中略） 

すなわち、当社の取締役会が、（i）本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株

主に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨を決定すること、（ii）本公開買付け後に本スクイー

ズアウト手続を実施することを決定することは、当社の少数株主にとって不利益ではないと判断するに至

った。 

 

【変更後】 

 

（前略） 

(ii) 2024年６月 20日付答申書の取得 

また、当社は、公開買付者より、国内外の競争法に基づく必要な手続及び対応が完了したことを受けて、
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国内外の競争法に基づき必要な手続及び対応を終えることを含む本公開買付前提条件が充足されることを

前提に、本公開買付けを 2024 年６月 21 日より開始することを予定している旨の連絡を 2024 年６月 12 日

に受けました。当社は、本特別委員会に対して、2022年 12 月 20日付答申書の意見の内容に変更がないか

否かを検討し、当社取締役会に対し、変更がない場合にはその旨、変更がある場合には変更後の意見を述

べるよう諮問することとしておりました。 

本特別委員会は、下記 a.に記載する検討等を重ねた結果、2024 年６月 20 日、 当社取締役会に対し、委

員全員の一致で、大要以下を内容とする 2024 年６月 20 日付答申書を提出しております。 

（中略） 

すなわち、当社の取締役会が、（i）本公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株

主に対して本公開買付けに応募することを推奨する旨を決定すること、（ii）本公開買付け後に本スクイー

ズアウト手続を実施することを決定することは、当社の少数株主にとって不利益ではないと判断するに至

った。 

 

(iii) 2024年７月 26日付答申書の取得 

その後、本特別委員会は、当社が、公開買付者より、本買付条件等変更を行う旨の意向を示されたこと

を受けて、2024年７月 26日に本特別委員会を開催しました。本特別委員会は、本買付条件等変更の内容を

確認の上、慎重に検討をした結果、2024年７月 26日、当社取締役会に対して、委員全員の一致で、本買付

条件等変更を前提としても、本取引が当社の企業価値向上に資するものであるとの考えに変更はなく、本

買付条件等変更後の本公開買付価格は当社の一般株主の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格で

あり、本公開買付けは合理的な当社株式の売却の機会を提供するものである旨の 2024 年７月 26 日付答申

書を提出しております。 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（６）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公

正性を担保するための措置 

⑤ 当社における利害関係を有しない取締役の承認 

 

【変更前】 

 

（前略） 

上記の 2022 年 12 月 21 日付及び 2024 年６月 20 日付の各取締役会においては、当社の取締役９名のう

ち、山田宏也氏、今井雅文氏、百野修氏及び堂岡芳隆氏を除く取締役５名が審議及び決議に出席し、出席し

た取締役の全員の一致により決議されております。なお、利益相反の疑いを回避し、本取引の公正性を担

保する観点から、当社の取締役のうち、公開買付者の常務執行役員を兼任している百野修氏並びに公開買

付者の出身者である山田宏也氏、今井雅文氏及び堂岡芳隆氏は、当社取締役会における本取引の検討に関

する議題の審議には一切参加しておらず、当社の立場において本取引の検討、本取引に係る公開買付者と

の協議・交渉にも一切参加しておりません（なお、当社の取締役である前山博氏も公開買付者の出身者で

はございますが、公開買付者に在籍していたのが７年以上前である事情に鑑みて、本取引の公正性に影響

を与えないと判断されたことから、本取引の検討に関する議題の審議に参加しております。）。 

 

【変更後】 

 

（前略） 

上記の 2022 年 12 月 21 日付及び 2024 年６月 20 日付の各取締役会においては、当社の取締役９名のう

ち、山田宏也氏、今井雅文氏、百野修氏及び堂岡芳隆氏を除く取締役５名が審議及び決議に出席し、出席し

た取締役の全員の一致により決議されております。なお、利益相反の疑いを回避し、本取引の公正性を担

保する観点から、当社の取締役のうち、公開買付者の常務執行役員を兼任している百野修氏並びに公開買
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付者の出身者である山田宏也氏、今井雅文氏及び堂岡芳隆氏は、当社取締役会における本取引の検討に関

する議題の審議には一切参加しておらず、当社の立場において本取引の検討、本取引に係る公開買付者と

の協議・交渉にも一切参加しておりません（なお、当社の取締役である前山博氏も公開買付者の出身者で

はございますが、公開買付者に在籍していたのが７年以上前である事情に鑑みて、本取引の公正性に影響

を与えないと判断されたことから、本取引の検討に関する議題の審議に参加しております。）。 

その後、当社は、公開買付者より、本買付条件等変更の意向を受けて、本買付条件等変更を前提として

も、本取引が当社の企業価値向上に資するものであるとの考えに変更はなく、本買付条件等変更後の本公

開買付価格は当社の一般株主の皆様が享受すべき利益が確保された妥当な価格であり、本公開買付けは合

理的な当社株式の売却の機会を提供するものであると判断し、2024 年７月 26 日開催の当社取締役会にお

いて、引き続き、2022 年 12 月 21 日及び 2024年６月 20 日において既に公表している意見、すなわち、本

公開買付けに賛同する意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対して、本公開買付けへの応募を推

奨する旨の意見を維持することを決議いたしました。 

2024 年７月 26 日開催の当社取締役会は、当社の取締役９名のうち、山田宏也氏、久甫望氏、百野修氏

及び堂岡芳隆氏を除く取締役５名が審議及び決議に出席し、出席した取締役の全員の一致により決議され

ております。なお、利益相反の疑いを回避し、本取引の公正性を担保する観点から、当社の取締役のうち、

公開買付者の常務執行役員を兼任している百野修氏並びに公開買付者の出身者である山田宏也氏、久甫望

氏及び堂岡芳隆氏は、当社取締役会における本取引の検討に関する議題の審議には一切参加しておらず、

当社の立場において本取引の検討、本取引に係る公開買付者との協議・交渉にも一切参加しておりません

（当社の取締役である今井雅文氏も公開買付者の出身者であり、2022 年 12 月 21 日付及び 2024 年６月 20

日付の各取締役会を含む本取引に係る公開買付者との協議・交渉には参加しておりませんでしたが、公開

買付者に在籍していたのは３年以上前であり、本取引の公正性に特段影響を与えないと判断されることか

ら、2024年 7月 26 日付の当社取締役会の審議及び決議に出席しております。）。 

 

 

３．本公開買付けに関する意見の内容、根拠及び理由 

（６）本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公

正性を担保するための措置 

⑥ 他の買付者からの買付機会を確保するための措置 

 

【変更前】 

公開買付者は、当社との間で、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項

を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行って

いないとのことです。 

また、公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間である 20 営業日としていると

のことです。もっとも、本公開買付けはいわゆる事前公表型公開買付けであり、本公開買付価格を含む一

連の取引条件は 2022年 12月 21 日付で公表されており、本日時点で、当該公表から既に１年６ヶ月が経過

していることを踏まえると、当社の株主の皆様の本公開買付けに対する応募についての適切な判断機会及

び公開買付者以外の者による対抗的な買付け等を行う機会は既に確保されており、もって本公開買付価格

の適正性も担保されていると考えているとのことです。なお、公開買付者は、2024 年６月 21日から本公開

買付けを開始しておりますが、2024 年７月 19日、本公開買付けにおける買付け等の期間を 2024年８月２

日まで延長し、合計 30営業日とすることを決定したとのことです。 

 

【変更後】 

公開買付者は、当社との間で、当社が対抗的買収提案者と接触することを禁止するような取引保護条項

を含む合意等、当該対抗的買収提案者が当社との間で接触することを制限するような内容の合意を行って

いないとのことです。 

また、公開買付者は、公開買付期間について、法令に定められた最短期間である 20 営業日としていると
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のことです。もっとも、本公開買付けはいわゆる事前公表型公開買付けであり、本公開買付価格を含む一

連の取引条件は 2022年 12月 21 日付で公表されており、本日時点で、当該公表から既に１年６ヶ月が経過

していることを踏まえると、当社の株主の皆様の本公開買付けに対する応募についての適切な判断機会及

び公開買付者以外の者による対抗的な買付け等を行う機会は既に確保されており、もって本公開買付価格

の適正性も担保されていると考えているとのことです。なお、公開買付者は、2024 年６月 21日から本公開

買付けを開始しておりますが、2024 年７月 19日、本公開買付けにおける買付け等の期間を 2024年８月２

日まで延長し、合計 30 営業日とすることを決定したとのことです。また、公開買付者は、2024 年７月 26

日、本公開買付けにおける買付け等の期間を 2024年８月 19日まで延長し、合計 40 営業日とすることを決

定したとのことです。 

 

 

１０．その他 

【変更前】 

(前略) 

（６）「（開示事項の経過）ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の完全子会社（ＪＸ金属株式会社）による当社

株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」の公表 

当社は、2024年６月 12日付で「（開示事項の経過）ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の完全子会社

（ＪＸ金属株式会社）による当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」を公表し

ています。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。 

 

(後略) 

 

【変更後】 

(前略) 

（６）「（開示事項の経過）ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の完全子会社（ＪＸ金属株式会社）による当社

株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」の公表 

当社は、2024年６月 12日付で「（開示事項の経過）ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社の完全子会社

（ＪＸ金属株式会社）による当社株式に対する公開買付け実施に向けた進捗状況のお知らせ」を公表し

ています。詳細については、当該公表の内容をご参照ください。 

 

（７）「2025 年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の公表 

当社は、2024年 7月 26日付で「2025年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」を公表してい

ます。以下の公表内容の概要は当社が公表した内容を一部抜粋したものであり、詳細につきましては当

該公表の内容をご参照ください。 

① 損益の状況（連結） 

決算年月 
連結会計年度 

（自 2024年４月１日 至 2024年６月30日） 

売上高 17,305百万円 

営業利益 978百万円 

経常利益 1,066百万円 

親会社株主に帰属する当期純利益 659百万円 

 

② １株当たりの状況（連結） 

決算年月 
連結会計年度 

（自 2024年４月１日 至 2024年６月30日） 
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１株当たり四半期純利益 10.67円 

１株当たり純資産額 846.47円 

 

(後略) 

 

 なお、公開買付者によれば、公開買付者は、当社が 2024年７月 26日付で「2025 年３月期 第１四半期決算短信

〔日本基準〕（連結）」を公表していることから、当該内容を踏まえて本公開買付価格を 780 円に変更したとのことで

す。 

また、公開買付者としては、変更後の本公開買付価格を最終的なものとし、今後、本公開買付価格を一切変更しな

いことを決定したとのことです。 

 

以 上 


